
青森労働局からのお知らせ 
令和５年６月１日 

正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な差別は禁止されています！ 

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、事

業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。 

『正社員と同じ仕事をしているのに… 正社員と同じように手当はもらえないの？』 

＜その立場の違いを説明できますか？＞ 

● 「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として認められません。 

● 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体

的に理由を説明できることが必要です。 

不合理な待遇差（基本給、賞与、食堂・休憩室の利用、各種手当、教育訓練など）について、

何も対策をしない場合裁判で法違反と判断される可能性もあります。    

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211 

 

「青森働き方改革推進支援センター」をご利用ください（その３） 

～企業へのコンサルティング～ 

「青森働き方改革推進支援センター」では、コンサルティング専門家が中小企業・小規模事業

者等を個別訪問もしくはオンラインにより、長時間労働の削減、正規雇用労働者と非正規雇用労

働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引上

げ、人手不足解消に向けた人材の確保・定着など、働き方改革に向けた取組及び多様で柔軟な働

き方を選択できる職場環境を整備するため、就業規則・賃金規程の作成・見直し、賃金引上げ等

に関する助言・提案、労働・雇用関係助成金の活用の助言を無料で行っていますので、お気軽に

ご利用ください。 

お問い合わせ先：青森働き方改革推進支援センター 〔電話番号〕0800‐800‐1830 

          受付時間 平日 9:00～17:00（年末年始を除く） 

 

夏季における年次有給休暇の取得促進に努めましょう 

≪事業主の皆様へ≫ 

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化

にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み

方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。 

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏、導入をご検討ください。 

⇒詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。 

 ○ 年次有給休暇取得促進特設サイト 

    https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 

 ○ 働き方・休み方改善ポータルサイト 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/ 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐4211 

 関係資料：別添１（Refresh!もっと自分らしい働き方休み方） 

 



令和５年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）のご案内 

１ 事業場内最低賃金を時間額で 30 円以上引き上げ、生産性向上や労働能率増進のための設備

投資等を行った中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。 

２ 設備投資等の事業実施計画を作成の上、事前の交付申請が必要です。 

（交付申請期限：令和６年１月 31日） 

３ 助成上限額は、賃金引上げ額、引上対象労働者数、事業場規模（常用労働者数）により、異

なります。（30万円から 600万円まで） 

４ 交付申請先：青森労働局雇用環境・均等室 〔電話番号〕017－734－6651 

青森市新町２丁目４－25 青森合同庁舎８階 

５ 令和４年度の活用事例 

① 業種：建設業 

② 賃金引上計画：９０円コース 

③ 設備投資等の内容：建設作業現場における「パワーアシストスーツ」の新規導入 

④ 導入の効果：現場作業員の「パワーアシストスーツ」着用により、重量物運搬等作業

の効率化と負担軽減が図られ、労働能率が増進した。 

⇒詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonu

shi/shienjigyou/03.html 

お問い合わせ先：業務改善助成金コールセンター 〔電話番号〕0120‐366‐440 

受付時間 平日 8：30～17：15 

関係資料：別添２（令和５年度業務改善助成金のご案内） 

 

令和５年度両立支援等助成金のご案内 （注：雇用保険適用事業所のみ対象） 

１ 労働者の仕事と家庭（主に育児・介護）の両立支援に取り組む、中小企業事業主を支援する

助成金制度です。 

２ 令和５年度は、主として次の３コースがあります。 

① 出生時両立支援コース （目的：男性の育児休業取得促進） 

② 育児休業等支援コース （目的：仕事と育児の両立支援） 

③ 介護離職防止支援コース（目的：仕事と家族介護の両立支援） 

３ 助成支給額は、各コース、助成金の種類ごとに異なります。 

⇒詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryourits

u01/index.html 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 〔電話番号〕017‐734‐6651 

関係資料：別添３（2023年度両立支援等助成金のご案内） 

 

 

 

 

 

 

 



 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です 

厚生労働省は、６月１日からの１か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「誰もが活躍で

きる職場づくりを進めよう ～外国人雇用はルールを守って適正に～」を今年の標語に、外国人

労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行っております。 

厚生労働省では、この月間を通して、事業主団体などの協力のもと、事業主や国民を対象に、

労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて

積極的な周知・啓発活動を行っていきます。 

⇒詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33017.html 

 

お問い合わせ先：職業対策課 〔電話番号〕017‐721‐2003 

 



 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

自分らしい夏休みで
素敵な体験をたくさんしよう。
自分らしい夏休みで
素敵な体験をたくさんしよう。





令和５年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※申請期限：令和６年１月31日
（事業完了期限：令和６年２月28日）

事業場内最低賃金の

引き上げ

設備投資等
機械設備導入､コンサルティング､

人材育成･教育訓練など

業務改善助成金

を支給

（最大600万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 店舗改装による配膳時間の短縮

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事

業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

助成対象経費の拡充や助成対象経費の具体例（「生産性向上のヒント集」）について、詳しくは、リーフレッ

ト中面をご覧ください。

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が863円

→助成率9/10

○8人の労働者を953円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B



助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0万 円

10人以上※ 1 2 0 万円 1 3 0万円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0万 円

７人以上 4 5 0 万円 4 5 0 万円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

870円未満 9/10

870円以上
920円未満

４/５(9/10)

920円以上 ３/４(4/5)

（ ）内は生産性要件を満たした事業場の場合

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金900円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が920
円未満である事業者

②
生産量
要件

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近３か月間の月平均値が前年、

前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が３％ポイント※以上低下している事

業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセン

トで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②・③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。



助成対象経費の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上

に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコ

ン等は新規導入に限ります）。

また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲

で助成対象となります。

デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に

配送できるようデリバリー用３輪バイクを導入

＜生産性向上に資する設備投資等＞

デリバリーサービスを幅広く周知す

るための広告宣伝を実施

＜関連する経費＞

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

※「関連する経費」とは

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②・③のみ）

助 成 対 象 経 費 の 例

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇 リーフレットのオモテ面をご覧下さい。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万

円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺

機器の新規導入

× 〇

生産性向上に資する設備投資等に

「関連する経費」※
× 〇

広告宣伝費（チラシの制作費）、改築費（事務室等の拡大）、
汎用事務機器や什器備品（机・椅子等）の購入など

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R５.４.1）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 事業完了期限が、2024（令和６）年２月28日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は2024（令和６）年３月31日とすることも可能です。

• 事業完了後に行う事業実績報告と支払請求の手続きを一本化し、 手続きを簡便にしました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

昨年度からの変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます



① 第１種（男性労働者の出生時育児休業取得）

2023年度 両立支援等助成金のご案内

・都道府県労働局

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する連続５日以上の育児休業を取得すること。

（※所定労働日が４日以上含まれていることが必要です。）

＜代替要員加算＞

●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

＜育児休業等に関する情報公表加算＞

●自社の育児休業の取得状況（男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育
児休業取得日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

事業主の皆さまへ

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得

した男性労働者が生じた事業主に支給します。

※１事業主につき１回限りの支給。
※第１種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース（育休取得時等）との併給はできません。

職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のために、以下の取組を支援します!!

職業生活と

家庭生活の

両立支援

おもな
要件

●第１種の助成金を受給していること。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。

●第１種の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率（％）の数値が30
ポイント以上上昇していること。

または

第１種の申請年度に子が出生した男性労働者が５人未満かつ育児休業取得率が70％以上の場
合に、その後の３事業年度の中で２年連続70％以上となったこと。

●育児休業を取得した男性労働者が、第１種申請の対象となる労働者の他に２人以上いること。

②第２種（ 男性労働者の育児休業取得率上昇）

仕事と介護の両立支援！

男性の育児休業取得を促進！

仕事と育児の両立支援！

１ 出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

２ 介護離職防止支援コース

３ 育児休業等支援コース

※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援コースについては、
厚生労働省のホームページをご参照ください。

１ 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 中小企業事業主のみ対象

支給額

①

第１種 20万円

代替要員加算 20万円（代替要員を３人以上確保した場合には45万円）
育児休業等に関する

情報公表加算 2万円

② 第２種

１事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合：60万円
２事業年度以内に30ポイント以上上昇した（または連続70％以上）場合：40万円
３事業年度以内に30ポイント以上上昇した（または連続70％以上）場合：20万円

New



「介護支援プラン★」を作成し、

プランに沿って労働者の円滑な介

護休業の取得・職場復帰に取り組

み、介護休業を取得した労働者が

生じた、または介護のための柔軟

な就労形態の制度（介護両立支援

制度）の利用者が生じた中小企業

事業主に支給します。

A：介護休業

○休業取得時

●介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方に
ついての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計５日（所定労働日）以上の介護休
業を取得すること。

○職場復帰時

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である（休業取得時を受給していない場合申請不可）とともに、休業取得時の要件かつ
以下を満たすことが必要です。

●「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司または人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、
雇用保険被保険者として３か月以上継続雇用していること。

＜業務代替支援加算＞ ※職場復帰時への加算

●介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合（新規雇用）、

または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせ
た場合（手当支給等）に支給額を加算します。

おもな
要件

●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働
者へ周知すること。

●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方に
ついての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働
者が合計20日以上（＊１，２を除く）利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日
までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

B：介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）

２ 介護離職防止支援コース 中小企業事業主のみ対象

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度＊１

・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度＊２

※Ａ，Ｂいずれも１事業主１年度５人まで支給。

★介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成
する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいま
せん。（※介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。）

注）＊１，２の制度は利用期間が利用開始から６か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要

＜個別周知・環境整備加算＞ ※介護休業（休業取得時）または介護両立支援制度への加算

●受給対象の労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を資料により行うこと。

●受給対象の労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと。

●社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を２つ以上講じること。

支給額

Ａ介護
休業

休業取得時 30万円

職場復帰時 30万円

業務代替支援加算
新規雇用：20万円
手当支給等：５万円

Ｂ介護両立支援制度 30万円

個別周知・環境整備加算
（Ａ又はＢに加算）

15万円



※１事業主当たりＡ・Ｂ合わせて１年度10人まで支給（５年間）。

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者

の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を

取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。
※A・Bとも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者1人、
有期雇用労働者1人）。

A：育休取得時

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること。

●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。★

●プランに基づき、対象労働者の育児休業（産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする
場合は、産前休業。）の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対
象労働者に、連続３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、
産後休業を含んで連続３か月以上）を取得させること。

おもな
要件

３ 育児休業等支援コース 中小企業事業主のみ対象

B：職場復帰時

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実
施すること。

●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として６か月以上継続雇用していること。

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

育児休業取得者の業務を代替する労働者を

確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復

帰させた中小企業事業主に支給します。

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

●対象労働者が３か月以上の育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後
休業を含む）を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する（A）または代替要員
を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる（B）こと。

●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険
被保険者として６か月以上継続雇用していること。

おもな
要件

Ⅱ 業務代替支援

※「A：育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。

支給額

Ａ 新規雇用 50万円

Ｂ 手当支給等 10万円

有期雇用労働者加算
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

10万円

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可

Ⅲ 職場復帰後支援 支給額

制度導入時 30万円

制度利用時
A:子の看護休暇制度 1,000円×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか１回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。

※制度利用は、最初の申請日から３年以内５人まで支給。
１事業主当たりの上限は、A：200時間、B：20万円まで。

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が

特に困難な時期にある労働者のため、以下

の制度導入などの支援に取り組み、利用者

が生じた中小企業事業主に支給します。

おもな
要件

●育児・介護休業法を上回る「A：子の看護休暇制度（有給、時間単位）」または「B：保育サー

ビス費用補助制度」を導入していること。

●対象労働者が１か月以上の育児休業（産後休業を含む）から復帰した後６か月以内において、

導入した制度の一定の利用実績（A：子の看護休暇制度 は10時間以上（有給）の取得または

B：保育サービス費用補助制度は３万円以上の補助）があること。

支給額

A 休業取得時 30万円

B 職場復帰時 30万円

＜育児休業等に関する情報公表加算＞※Ⅰ～Ⅲのいずれかに１回のみ加算

●自社の育児休業の取得状況（男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女
別の育児休業取得日数）を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を
加算します。

支給額

２万円

New



両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎支給申請書や記載例は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
◎その他詳しい支給の要件や手続等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、

会社所在地を管轄する都道府県労働局へお問い合わせください。

2023年３月作成 リーフレットNo.３

小売業（飲食業含む） 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下

サービス業 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

卸売業 資本額または出資額が１億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下

その他 資本額または出資額が３億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

➢ 中小企業事業主の範囲は、以下のとおりです。中小企業の範囲

生産性要件の廃止について
生産性要件（労働生産性を向上させた事業主に対する助成金の割増）については、令和４（2022）年度限りで廃止されま

した。これに伴い、生産性要件に該当しない場合も含め、助成金の支給額に変更が生じております。なお、各コースごとに
定めている経過措置により令和４年度以前の制度内容が適用される申請については、引き続き生産性要件の適用対象となる
ほか、変更前の支給額が適用されます。

※事業所内保育施設コースについては平成28（2016）年4月から新規計画の認定申請受付を停止しています。

★「介護支援プラン」「育休復帰支援プラン」について

労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランです。
・プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」
「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。

・プラン策定のノウハウを持つ「仕事と家庭の両立支援プランナー」が中小企業に訪問
し、プラン策定支援を無料で行っています。詳細はHPをご覧ください。

厚生労働省 両立プランナー 検 索

支給額

支給対象労働者１人当たり 10万円

小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働

者が利用できる有給休暇制度及び両立支援制度を整備

し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。 ※令和５年度内に１事業主当たり10人まで支給。（上限100万円）

おもな
要件

●小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制
度（賃金全額支給）について、労働協約または就業規則等に規定していること。

●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知していること。

（次のいずれかの制度）テレワーク勤務／短時間勤務制度／フレックスタイムの制度／時差出勤の制度
／小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度／夜勤回数の制限／ベビーシッター費用補
助制度／・育児サービスの費用の補助・貸与／保育施設の設置・運営 等

●労働者１人につき、特別有給休暇を１日（または１日所定労働時間）以上取得させたこと。

●対象労働者について、特別有給休暇取得時または本助成金の申請日に雇用保険被保険者であること。

その他

●介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）について、所定労働日20日以上取得できる
制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）を合計５日以上取得すること。

●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

支給額

支給対象労働者
１人当たり

5日以上10日未満 20万円
10日以上 35万円

介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例） 中小企業事業主
のみ対象

おもな
要件

育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）

※１事業主当たり１年度５人まで支給。

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のた

めの有給休暇制度を設け、介護を行う労働者が休みや

すい環境を整備した中小企業事業主に支給します。


